
 

 

 

 

 

 

 

 

「京都市脱炭素地域創出促進事業」業務委託 

募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜募集期間＞  

 

令和４年５月１３日（金）～５月２７日（金） 

 

 

受付・問合せ先 

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

京都市環境政策局地球温暖化対策室（担当：河合，濱田） 

電話番号: 075－222－4555  FAX：075－211－9286 
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１ 委託業務の名称 

京都市脱炭素地域創出促進事業 

 

２ 委託期間 

  契約の日の翌日から令和５年３月３１日（金）まで 

 

３ 委託内容 

  別紙の仕様書のとおり 

 

４ 応募資格 

  本募集に応募する資格を有する者は，次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

⑴  本市の競争入札参加有資格者名簿に登載されていること又は京都市競争入札等取扱要

綱第２条第１項各号に掲げる資格を有する者であること。 

 ⑵ 公募開始日から選定結果の通知の日までの期間に京都市競争入札等取扱要綱第２９条

第１項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていないこと。 

 ⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをした者に

あっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていな

い者でないこと。 

 

５ 提案書類等の提出 

  提案書類等の提出は，次の⑴～⑹のとおり行うこととする。 

⑴ 参加意思確認書 

プロポーザルへの参加を希望する者は，令和４年５月２３日（月）午後５時までに，参

加意思確認書（様式１）をファックス又は電子メールにて提出（印不要，受信を確認）す

ること。 

⑵ 提案書類等 

応募者は，以下のア～オに示す書類を提出すること。いずれも正本１部，副本９部の合

計１０部を提出すること。 

  ア 事業者概要報告書（Ａ４用紙，様式自由） 

事業者名，所在地，設立年月日，資本金，従業員数，組織図，ISO14001 やＫＥＳ等

の環境認証の取得状況，特記事項等 

イ 業務実績報告書（Ａ４用紙，様式自由） 

本事業と同等又は類似の事業実績等を記入すること。 

業務名，事業者名，履行期間，業務概要，特記事項等 

ウ 企画提案書（Ａ４用紙，様式自由） 

    仕様書の「３ 業務委託の内容」について提案すること。提案内容を補足するための
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参考資料を添付することができる。 

    なお，一部再委託を行う場合は，再委託内容についても提案書に記載すること（内容

によっては一部再委託を承諾しないことがある。）。 

また，コンソーシアム協定により複数の企業等で企画を提案する場合，業務分担ごと

に実施内容等を記載するとともに，コンソーシアム協定書の写しも添付すること。 

エ 見積書（様式自由） 

「ウ 企画提案書」に記載する内容に基づく見積書とその内訳を作成すること。 

オ 参加資格を証明する書類 （本市の競争入札参加有資格者でない者のみ） 

本市の競争入札参加有資格者でない者は，以下の書類を提出すること。 

・ 登記簿謄本（履歴事項全部証明） ※１ 

・ 印鑑証明書 ※１ 

・ 納税証明書（国税等） ※１ 

・ 納税証明書（京都市税）該当者のみ ※１ 

・ 調査同意書（水道料金・下水道使用料） ※２ 

・ 京都市暴力団排除条例に係る誓約書（第１号様式） ※３ 

※１ 申請日前３箇月以内に発行のもの，原本（写し不可） 

※１，２ 京都市入札情報館に詳細及び様式を掲載しているため，必ず参照すること。 

http://www2.city.kyoto.lg.jp/html/rizai/chodo/sanka/0404buppin/sanka0404buppin  

   ※３ https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000120713.html 

⑶ 提出方法 

応募者は，郵送又は直接持参により提出すること。ファックス及び電子メールによる提

出は受け付けない。 

⑷ 提出期限 

令和４年５月２７日（金）午後５時 

郵送の場合は，上記提出期限に必着とする。 

⑸ 提出先 

「１１ 問合せ先及び書類提出先」に記載の住所及び担当者へ提出すること。 

⑹ 質問及び回答 

本要項に関する質問は文書（様式自由）による方法とし，令和４年５月２０日（金）午

後５時までに電子メールで提出し，メール送付後，電話で担当者に受信を確認すること。

全ての質問及び回答については，京都市情報館に質問者を特定できる情報を削除したうえ

で令和４年５月２４日（火）までに公表する。 

なお，回答は本要項と一体のものであり，同等の効力を有するものとする。 

電子メールアドレス：ge@city.kyoto.lg.jp 

   京都市情報館：https://www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category/70-3-1-0-0-0-0-0-0-0.html 

（京都市情報館の「市政情報」＞「入札・契約」＞「入札・公募型プロポ                         

ーザル情報」＞「環境政策局」のページに掲載） 

http://www2.city.kyoto.lg.jp/html/rizai/chodo/sanka/0404buppin/sanka0404buppin
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000120713.html
mailto:ge@city.kyoto.lg.jp
https://www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category/70-3-1-0-0-0-0-0-0-0.html
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６ 提案書に関するヒアリング 

 必要に応じて，応募書類等の内容についてヒアリングを実施する。その場合，開催時間及

び開催場所等の詳細については，別途通知する。 

７ 受託候補者の決定等 

⑴ 選定方法 

 「京都市脱炭素地域創出促進事業業務受託候補者選定委員会」（以下「選定委員会」と

いう。）において当該業務の受託者として最も適した候補者（以下「受託候補者」という。）

を選定する。 

 

⑵ 評価項目及び評価基準 

 選定委員会の委員は，以下の評価基準について採点を行い， 各委員の評価点の合計（合

計点）が満点の６割を超え，かつ応募者の中で最も高い合計点を得た者を受託候補者と

して選定する。合計点が同等の者が複数ある場合は，見積金額が最も低い者を受託候補

者に選定する。見積金額も同額の場合は，くじ引きにより受託候補者を選定する。 

応募者が１者の場合は，採点の結果，合計点が満点の６割を超え，かつ審査委員会にお

いて，本業務を適切に遂行できると総合的に判断した場合に受託候補者として選定する

こととする。 

ただし，審査の結果，応募者のいずれも受託候補者として選定しないことがある。 

応募者が本市の示す「プロポーザルの参加資格」を満たしていない，必須項目への記載

がない又は見積金額が上限価格を超過している場合については受託候補者としない。 

 

評価基準 評価のポイント 

提案内容（50 点） ・業務内容を十分に理解したうえでの企画提案であるか。 

・脱炭素先行地域におけるエネルギーマネジメントの手法

検討が，具体的かつ効果的であるか。 

・既存街区における脱炭素転換手法の検討が，具体的かつ

効果的であるか。 

・脱炭素先行地域に続く候補地での実現可能性調査が，具

体的かつ効果的であるか。 

資料作成能力（10点） ・的確でわかりやすい資料を作成する能力があるか。 

実施体制（10 点） ・指揮系統が明確であり円滑な業務運営がなされるか。 

・再生可能エネルギーに関する知識の豊富な人員及びその

他業務運営に必要な経験や能力を持った人員が配置され

ているか。 

業務実績（10 点） ・これまでに本業務の実施に同等又は類似する業務を実施

した実績があるか。 

市内貢献（5 点） ・本市の区域内に本店又は主たる事務所を有しているか。 
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社会課題解決（5点） ・ISO14001，ＫＥＳ等の環境認証を取得しているか。 

見積金額（10 点） ・以下の数式により算出（※小数点以下は切捨て） 

評価点＝10 点×（受託希望者中の最低見積金額）／（受託希望者の提案価格） 

 

⑶ 選定結果通知 

応募者に対して，速やかに，選定結果を書面にて通知する。 

なお，通知内容に疑義があり，理由の説明を求める場合は，選定結果の通知が届いてか

ら休日を除く５日以内に書面で，京都市環境政策局地球温暖化対策室まで提出すること。 

 

８ 委託料上限額 

  １０，０００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

９ その他 

(1) 提案書類等の提出をはじめ契約の締結までにかかる全ての費用は応募者の負担とする。 

(2) 提案書類等については，本業務の受託候補者決定のためにのみ使用し，他の目的には使

用しない。 

(3) 提案書類等は返却しない。また，提出後の変更，差替え及び再提出は認めない。 

(4) 提案書類等に虚偽の記載をした場合は無効とする。 

(5) 本業務において使用する言語は日本語とし，通貨単位は円とする。 

(6) 契約保証金は不要とする。 

 

１０ スケジュール 

日程 実施内容 

令和４年５月１３日（金） 応募受付開始，質問受付開始 

令和４年５月２０日（金）午後５時 質問受付期限 

令和４年５月２３日（月）午後５時 参加意思確認書提出期限 

令和４年５月２７日（金）午後５時 提出書類等提出期限 

令和４年５月下旬 ヒアリング審査 

受託候補者の選定，決定 

令和４年６月上旬 受託候補者との初回協議，契約 

 

１１ 問合せ先及び書類提出先 

   京都市環境政策局地球温暖化対策室（担当：河合，濱田） 

 〒604-8571 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488番地 

電話番号:075－222－4555  FAX：075－211－9286 

電子メール：ge@city.kyoto.lg.jp 

受付時間：平日午前９時から午後５時まで 

mailto:ge@city.kyoto.lg.jp

